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(57)【要約】
【課題】接触信頼性をより向上させることのできるフロ
ーティングコネクタを得る。
【解決手段】フローティングコネクタ１は、２つの配線
基板２、３にそれぞれ固定される一対のソケット４と、
それぞれのソケット４に着脱可能に装着されるヘッダ５
とを備えている。そして、ヘッダ５のヘッダハウジング
５２は、配線基板２、３の接続方向に分割され、配線基
板２、３の接続方向Ｙに直交する直交方向Ｘに相対移動
可能に連結する分割ハウジング５２Ａ、５２Ｂを備えて
いる。そして、それぞれの分割ハウジング５２Ａ、５２
Ｂに、一対のソケット４を収容しつつ嵌合する収容凹部
５３を設けた。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　２つの配線基板にそれぞれ固定される一対のソケットと、当該一対のソケットに着脱可
能に装着されるヘッダとを備えるフローティングコネクタであって、
　前記ヘッダはヘッダハウジングを備えるとともに、当該ヘッダハウジングは、２つの配
線基板の接続方向に分割され、２つの配線基板の接続方向に直交する直交方向に相対移動
可能に連結される一対の分割ハウジングを備えており、
　前記一対の分割ハウジングには、前記ソケットを収容しつつ嵌合する収容凹部がそれぞ
れ設けられていることを特徴とするフローティングコネクタ。
【請求項２】
　前記ヘッダはポストを備えており、当該ポストの両端部には、前記ソケットのコンタク
トに接触する接触部が設けられるとともに、中央部には、前記分割ハウジングの相対移動
に伴って撓み変形する変形部が設けられていることを特徴とする請求項１に記載のフロー
ティングコネクタ。
【請求項３】
　前記収容凹部には、前記ソケットに嵌合した状態で、２つの配線基板の接続方向への相
対移動を許容する移動許容スペースが設けられていることを特徴とする請求項１または請
求項２に記載のフローティングコネクタ。
【請求項４】
　前記一対の分割ハウジングの連結部には、前記直交方向の相対移動を許容しつつ相手側
の分割ハウジングの嵌合凹部に挿入される突起部が設けられていることを特徴とする請求
項１～３のうちいずれか１項に記載のフローティングコネクタ。
【請求項５】
　前記ポストは、前記ヘッダハウジングの表面側から取り付けられるとともに、前記ポス
トと前記配線基板との間に前記ヘッダハウジングが介在していることを特徴とする請求項
２～４のうちいずれか１項に記載のフローティングコネクタ。
【請求項６】
　前記ポストは、前記ヘッダハウジングの裏面側から取り付けられることを特徴とする請
求項２～４のうちいずれか１項に記載のフローティングコネクタ。
【請求項７】
　前記ポストは、前記接触部を除く露出部分に絶縁材料がコーティングされていることを
特徴とする請求項２～６のうちいずれか１項に記載のフローティングコネクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、フローティングコネクタに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、フローティングコネクタとして、接続しようとする２つの配線基板にそれぞれ固
定された一対のソケットと、一対のソケットに跨がって取り付けられるヘッダと、を備え
たものが知られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　この特許文献１では、一対のソケットに設けられたコンタクトの形状を円弧状とするこ
とで、コンタクトとヘッダに設けられた接触部との導通を確保しつつ、配線基板の基板接
続方向と直交する方向へのずれを吸収できるようにしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－２３２１５５号公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、かかる従来のフローティングコネクタでは、ヘッダハウジングのフック
をソケットハウジングの引掛部に引っ掛けることで、ヘッダの抜去方向への移動は規制さ
れるようにしているが、ヘッダの基板接続方向への移動については何ら規制されていない
。そのため、２つの配線基板が離反方向に大きく移動した場合等に、ヘッダに設けられた
ポストがソケットに設けられたコンタクトから抜け出てしまうおそれがあった。
【０００６】
　そこで、本発明は、接触信頼性をより向上させることのできるフローティングコネクタ
を得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明にあっては、２つの配線基板にそれぞれ固定される一対のソケットと、当該一対
のソケットに着脱可能に装着されるヘッダとを備えるフローティングコネクタであって、
前記ヘッダはヘッダハウジングを備えるとともに、当該ヘッダハウジングは、２つの配線
基板の接続方向に分割され、２つの配線基板の接続方向に直交する直交方向に相対移動可
能に連結される一対の分割ハウジングを備えており、前記一対の分割ハウジングには、前
記ソケットを収容しつつ嵌合する収容凹部がそれぞれ設けられていることを主要な特徴と
する。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、ヘッダハウジングが、２つの配線基板の接続方向に分割され、２つの
配線基板の接続方向に直交する直交方向に相対移動可能に連結される一対の分割ハウジン
グを備えている。そのため、２つの配線基板の接続方向に直交する直交方向に２つの配線
基板がずれた場合であっても、一対の分割ハウジングが直交方向に相対移動してそのずれ
を吸収することができる。
【０００９】
　このとき、一対の分割ハウジングに、ソケットを収容しつつ嵌合する収容凹部をそれぞ
れ設けているため、ヘッダとソケットとが設定量以上に相対移動してしまうのを抑制する
ことができる。その結果、フローティングコネクタの接触信頼性をより向上させることが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、本発明の第１実施形態にかかるフローティングコネクタを示す図であっ
て、（ａ）は、フローティングコネクタの平面図、（ｂ）は、フローティングコネクタの
側面図である。
【図２】図２は、本発明の第１実施形態にかかるフローティングコネクタを示す断面図で
あって、（ａ）は、図１（ａ）のＡ－Ａ断面図、（ｂ）は、図１（ａ）のＢ－Ｂ断面図で
ある。
【図３】図３は、本発明の第１実施形態にかかるソケットを配線基板に固定した状態を示
す一部破断平面図である。
【図４】図４は、本発明の第１実施形態にかかるソケットを示す図であって、（ａ）は、
ソケットを背面側から見た斜視図、（ｂ）は、ソケットを正面側から見た斜視図である。
【図５】図５は、本発明の第１実施形態にかかるソケットを分解して示す図であって、（
ａ）は、ソケットを背面側から見た分解斜視図、（ｂ）は、ソケットを正面側から見た分
解斜視図である。
【図６】図６は、本発明の第１実施形態にかかるヘッダを表側から見た斜視図である。
【図７】図７は、本発明の第１実施形態にかかるヘッダを裏側から見た斜視図である。
【図８】図８は、本発明の第１実施形態にかかるヘッダを表側から見た分解斜視図である
。
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【図９】図９は、本発明の第１実施形態にかかるヘッダを裏側から見た分解斜視図である
。
【図１０】図１０は、本発明の第１実施形態にかかるヘッダのＸ方向へのフローティング
時の挙動状態を示す平面図である。
【図１１】図１１は、本発明の第１実施形態にかかるヘッダのＹ方向へのフローティング
時の挙動状態を示す図であって、（ａ）は、通常の状態を示す断面図、（ｂ）は、ヘッダ
を矢印ａ方向に最大限フローティングさせた状態を示す断面図である。
【図１２】図１２は、本発明の第２実施形態にかかるフローティングコネクタを示す図で
あって、（ａ）は、フローティングコネクタの平面図、（ｂ）は、フローティングコネク
タの側面図である。
【図１３】図１３は、本発明の第２実施形態にかかるヘッダを表側から見た斜視図である
。
【図１４】図１４は、本発明の第２実施形態にかかるヘッダを裏側から見た斜視図である
。
【図１５】図１５は、本発明の第２実施形態にかかるヘッダを表側から見た分解斜視図で
ある。
【図１６】図１６は、本発明の第２実施形態にかかるヘッダを裏側から見た分解斜視図で
ある。
【図１７】図１７は、本発明の第２実施形態にかかるヘッダのＸ方向へのフローティング
時の挙動状態を示す図であって、（ａ）は、平面図、（ｂ）は、底面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照しつつ詳細に説明する。以下では、２つの
配線基板の接続方向をＹ方向、ヘッダの着脱方向をＺ方向、ヘッダの着脱方向に垂直な平
面における２つの配線基板の接続方向に直交する方向（直交方向）をＸ方向として説明す
る。そして、ソケットの相手側のソケットと対向する側をソケットの接続側として説明す
る。
【００１２】
　また、以下の複数の実施形態には、同様の構成要素が含まれている。よって、以下では
、それら同様の構成要素には共通の符号を付与するとともに、重複する説明を省略する。
【００１３】
　（第１実施形態）
　本実施形態にかかるフローティングコネクタ１は、ソケット４とヘッダ５とを備えてお
り、ヘッダ５を一対のソケット４に跨って装着することで、２つの配線基板２、３を、Ｘ
Ｙ平面（ヘッダ５の着脱方向に垂直な平面）方向の位置ずれを吸収しつつ電気的に接続す
るようにしたものである。
【００１４】
　ソケット４は、図１（ｂ）に示すように一対設けられており、それら一対のソケット４
は、個々の配線基板２、３にそれぞれ固定されている。それぞれのソケット４は、図４に
示すように、配線基板２、３に実装されるコンタクト４１を有しており、このコンタクト
４１をソケットハウジング４２内に収納することで、ソケット４が形成されている。
【００１５】
　一方、ヘッダ５は、図１（ａ）、（ｂ）に示すように、一対のソケット４に跨がって装
着されており、装着時には、ヘッダ５がソケット４を全体的に覆っている。そして、この
ヘッダ５は、図１に示すように、ソケット４のコンタクト４１に接触するポスト５１を有
しており、このポスト５１をヘッダハウジング５２内に収納することで、ヘッダ５が形成
されている。
【００１６】
　ソケット４は、図４（ａ）および図５（ａ）では、奥側が相手側のソケット４に対向す
る側となり、図４（ｂ）および図５（ｂ）では、手前側が相手側のソケット４に対向する
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側となっている。
【００１７】
　本実施形態では、１つのソケット４には、図５（ａ）、（ｂ）に示すように、コンタク
ト４１が２つ設けられており、それぞれのコンタクト４１は、断面Ｕ字状に折曲された基
部４１１を有している。そして、基部４１１の両側（Ｘ方向両側）からは、接触端子とな
る一対の先端部４１２がソケット４の接続側に向けて突設されている。一対の先端部４１
２は互いに近接する方向（Ｘ方向内側）に折曲されており、弾性変形可能に形成されてい
る。そして、一対の先端部４１２の先端には互いに対向するように突出する接触点４１３
が設けられている。また、基部４１１の底部には配線基板２、３のプリント配線にハンダ
付けなどにより実装される端子部４１４が突設されている。この端子部４１４は、基部４
１１の底部の接続側とは反対側（ソケット４の接続側とは反対側）に向けて突設されてい
る。
【００１８】
　ソケットハウジング４２は、図５（ａ）に示すように、全体的に扁平な直方体の筺形状
をしており、ソケット４の接続側とは反対側の側面４２Ｆ１の両側部には、２つのコンタ
クト４１を挿入する矩形状の開口部４２１が一対形成されている。また、ソケットハウジ
ング４２のＸ方向両側部には、図５（ｂ）に示すように、ソケットハウジング４２の上面
４２Ｆ２からソケット４の接続側の側面４２Ｆ３に亘って、Ｙ方向に沿ってヘッダ５のポ
スト５１を挿入するスリット状のポスト挿入口４２２が一対形成されている。そして、コ
ンタクト４１を、先端部４１２側から開口部４２１に挿入して当該コンタクト４１をソケ
ットハウジング４２内に収納した状態で、先端部４１２がポスト挿入口４２２に位置する
ようにしている。
【００１９】
　また、ソケットハウジング４２の接続側（ソケット４の接続側）の側面４２Ｆ３の中央
部には、ソケットハウジング４２の側面４２Ｆ３側を配線基板２、３に固定する保持金具
４３を挿入するための挿入口４２３が形成されている。この挿入口４２３に保持金具４３
の基端部４３１を圧入して固定した状態で、先端部４３２を配線基板２、３にハンダ付け
するとともに、上述した端子部４１４を配線基板２、３にハンダ付けすることで、一対の
ソケット４が配線基板２、３にそれぞれ固定される（図１（ｂ）および図３参照）。さら
に、本実施形態では、ソケットハウジング４２のＸ方向の両側面４２Ｆ４に、ヘッダハウ
ジング５２に係合する係止突起４２４がそれぞれ突設されている。
【００２０】
　一方、ヘッダハウジング５２は、図８、９に示すように、Ｙ方向のほぼ中央部において
、２つの配線基板２、３の接続方向（Ｙ方向）に分割された第１の分割ハウジング５２Ａ
と第２の分割ハウジング５２Ｂとを備えている。そして、それぞれの分割ハウジング５２
Ａ、５２Ｂが突き合わされる連結部５２Ｃには、図８および図１０に示すように、摺動凹
部５２１が形成されている。本実施形態では、摺動凹部５２１は、第１の分割ハウジング
５２Ａの表面側中央部（Ｘ方向中央部）に形成されている。そして、摺動凹部５２１のＸ
方向幅両端には、内面間の幅（Ｘ方向幅）がＷ１となる段差部５２１ａが形成されている
。
【００２１】
　また、第２の分割ハウジング５２Ｂの中央部には、Ｘ方向幅が摺動凹部５２１の幅Ｗ１
よりも小幅のＷ２（Ｗ２＜Ｗ１）となる突出部５２２が形成されている（図８参照）。
【００２２】
　そして、摺動凹部５２１の両段差部５２１ａ間に突出部５２２を重ね合わせるようにし
て摺動可能に嵌合することで、第１および第２の分割ハウジング５２Ａ、５２Ｂは、Ｘ方
向にＷ１－Ｗ２の幅で相対移動できるように連結される。このとき、連結部５２Ｃには、
摺動凹部５２１の両側先端部および突出部５２２の先端部に、相手側の分割ハウジング５
２Ｂ、５２Ａに形成した嵌合凹部５２３、５２４にほぼ密接して所定量挿入される突起部
５２５、５２６が設けられている（図８から図１０参照）。このときの挿入量、つまり嵌
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合凹部５２３、５２４の深さ（Ｙ方向深さ）および突起部５２５、５２６の突出量（Ｙ方
向突出量）は、ヘッダ５をソケット４から抜去する際に、ヘッダ４の連結部５２Ｃが折れ
曲がってしまうのを効果的に抑制できる程度に設定するのが好ましい。
【００２３】
　ポスト５１は、図８、９に示すように、一対のコンタクト４１に対応してＸ方向に一対
配置されている。ポスト５１は、全体的にＹ方向に細長い板状をしており、幅ｗ方向がＺ
方向となるように配置される。ポスト５１のＹ方向両端部には、コンタクト４１の先端部
４１２（接触点４１３）に接触する接触部５１１が設けられている。また、ポスト５１の
Ｙ方向の中央部分には、第１および第２の分割ハウジング５２Ａ、５２ＢのＸ方向の相対
移動に伴って撓み変形（図１０参照）する変形部５１２が設けられている。変形部５１２
は、幅ｗ方向（Ｚ方向）の寸法を小さくして細身とすることにより形成されている。
【００２４】
　また、ポスト５１の接触部５１１と変形部５１２との間には固定部５１３が設けられて
いる。この固定部５１３は、変形部５１２と接触部５１１とを連結するＺ方向に細幅の連
結部５１４から、略一定の幅ｗ１（図６、７参照）をもってＺ方向に突出させることによ
り形成される。
【００２５】
　ここで、本実施形態では、第１および第２の分割ハウジング５２Ａ、５２Ｂに、図９に
示すように、ソケットハウジング４２を全体的に嵌合する収容凹部５３をそれぞれ設けて
いる。この収容凹部５３は、ヘッダハウジング５２のＹ方向両端部に位置するように一対
設けられており、ソケットハウジング４２のＺ方向高さとほぼ等しい深さｄと、ソケット
ハウジング４２のＸ方向幅とほぼ等しい幅ｗ２とを有している。したがって、ヘッダハウ
ジング５２をソケット４に被せた際には、ソケットハウジング４２がＺ方向およびＸ方向
にほぼ密接して収容凹部５３内に嵌合されることとなる。このとき、収容凹部５３のＸ方
向両側には、ソケットハウジング４２の係止突起４２４に係合する係合穴５３１が形成さ
れており、収容凹部５３内にソケットハウジング４２を嵌合させた際に、係止突起４２４
が係合穴５３１に係合して抜去方向にロックできるようになっている。
【００２６】
　また、収容凹部５３には、図１（ｂ）に示すように、ソケット４に嵌合した状態でＹ方
向に所定量の相対移動を許容する移動許容スペースＳが設けられている。この移動許容ス
ペースＳは、図１（ｂ）において、ソケット４のＹ方向両側に設けられるスペースＳ１、
Ｓ２を合算した量となる。したがって、上述した係止突起４２４は、ヘッダハウジング５
２（第１および第２の分割ハウジング５２Ａ、５２Ｂ）がソケット４に対してＹ方向へＳ
１＋Ｓ２だけ相対移動できるように、Ｙ方向に遊びを持った状態で係合穴５３１に係合さ
れることとなる。すなわち、係止突起４２４と係合穴５３１とを係合させた状態で、ヘッ
ダ５がソケット４に対してＹ方向へ相対移動できるようにしている。
【００２７】
　また、本実施形態では、図６および図８に示すように、ヘッダハウジング５２の表面側
からポスト５１を収納するようになっている。具体的には、第１の分割ハウジング５２Ａ
には、収容凹部５３と摺動凹部５２１との間の肉厚部５２７のＸ方向両側部に、ポスト５
１の肉厚幅よりも僅かに狭い取付溝５２８が形成されており、第２の分割ハウジング５２
Ｂには、収容凹部５３と連結部５２Ｃ側端との間の肉厚部５２９のＸ方向両側部に同様の
取付溝５２８が形成されている。そして、第１および第２の分割ハウジング５２Ａ、５２
Ｂを図６に示すように結合させた状態で、ポスト５１の固定部５１３を取付溝５２８に圧
入するようになっている。
【００２８】
　このとき、それぞれの収容凹部５３の底面（第１および第２の分割ハウジング５２Ａ、
５２Ｂの天面）には、ポスト５１の接触部５１１の一側を嵌合する浅溝（貫通孔）５２８
ａが取付溝５２８から連続して形成されており、浅溝５２８ａに接触部５１１を貫通させ
ることで、当該接触部５１１を安定的に固定できるようにしている。
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【００２９】
　したがって、ヘッダ５にポスト５１を組み付けた後は、固定部５１３が第１および第２
の分割ハウジング５２Ａ、５２Ｂの取付溝５２８にそれぞれ圧入された状態で固定されて
いるため、それら第１および第２の分割ハウジング５２Ａ、５２Ｂは、ポスト５１によっ
て連結状態が保持され、Ｙ方向に分離するのが抑制される。
【００３０】
　また、本実施形態では、図８に示すように、ポスト５１は、露出部分５１Ｅ、つまり、
接触部５１１、変形部５１２、固定部５１３および連結部５１４の上部および表面に、絶
縁材料としての樹脂コーティング５１５が施されている。
【００３１】
　以上の構成をしたフローティングコネクタ１は、以下のようにして組み付けられる。
【００３２】
　まず、ソケット４を図４に示すように組み立てた後、コンタクト４１の端子部４１４お
よび保持金具４３の先端部４３２をそれぞれの配線基板２、３にハンダ付けする（図３参
照）ことで、図１（ｂ）の破線で示すように、一対のソケット４が配線基板２、３にそれ
ぞれ対向して固定される。
【００３３】
　そして、図８、９に示すように、第１および第２の分割ハウジング５２Ａ、５２Ｂの突
起部５２５、５２６を、相手側の分割ハウジング５２Ｂ、５２Ａの嵌合凹部５２３、５２
４に挿入して両分割ハウジング５２Ａ、５２Ｂを結合した後、ポスト５１を取付溝５２８
に圧入することで、ヘッダ５が組み立てられる。
【００３４】
　そして、配線基板２、３に固定された一対のソケット４に跨がってヘッダ５を配置し、
このヘッダ５のＹ方向両端部の収容凹部５３をそれぞれのソケット４に被せて、係止突起
４２４と係合穴５３１とを係合させることで、ヘッダ５がソケット４に装着される。
【００３５】
　このとき、ポスト５１の接触部５１１がソケットハウジング４２のポスト挿入口４２２
から挿入されて、コンタクト４１の先端部４１２間に挟持される。これにより、一対のソ
ケット４はヘッダ５を介して導通状態となり、ひいては２つの配線基板２、３が電気的に
接続される。
【００３６】
　こうして、フローティングコネクタ１の配線基板２、３への組み付けが完了する。この
とき、本実施形態では、ポスト５１と配線基板２、３との間にヘッダハウジング５２が介
在するようにしている。具体的には、図１１（ａ）および図１１（ｂ）に示すように、配
線基板２または配線基板３とポスト５１の変形部５１２との間に段差部５２１ａが介在す
るようにしている。すなわち、Ｚ方向に配線基板２（３）、段差部５２１ａ、変形部５１
２の順に配置されるようにしている。
【００３７】
　以上説明したように、本実施形態によれば、ヘッダハウジング５２をＹ方向に分割して
第１および第２の分割ハウジング５２Ａ、５２Ｂで構成し、それぞれの分割ハウジング５
２Ａ、５２Ｂを、摺動凹部５２１および突出部５２２を介してＸ方向に相対移動可能に連
結している。したがって、２つの配線基板２、３がＸ方向にずれた場合であっても、図８
（ａ）に示すように、それぞれの分割ハウジング５２Ａ、５２Ｂが相対移動してそのずれ
を吸収することができる。
【００３８】
　また、それぞれの分割ハウジング５２Ａ、５２Ｂに、一対のソケット４を収容して嵌合
する収容凹部５３をそれぞれ設けたため、この収容凹部５３によってヘッダ５とソケット
４とがＸ方向に相対移動してしまうのを抑制することができる上、Ｙ方向にも設定量であ
る移動許容スペースＳを超えて相対移動してしまうのを抑制することができる。その結果
、２つの配線基板２、３がそれらの接続方向および離反方向に設定量以上に大きくずれて
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しまうのが抑制され、コンタクト４１とポスト５１との接触状態を常に維持することがで
きる。
【００３９】
　すなわち、本実施形態によれば、フローティングコネクタ１の接触信頼性をより向上さ
せることができる。
【００４０】
　また、本実施形態によれば、ポスト５１の中央部分に、分割ハウジング５２Ａ、５２Ｂ
の相対移動に伴って撓み変形する変形部５１２を設けている。その結果、２つの配線基板
２、３のＸ方向への相対的な位置ずれをポスト５１自体の撓み変形によって吸収すること
ができるため、ポスト５１の構造を簡素化して安価な製品を提供することができる。また
、Ｙ方向に細長い板状のポスト５１の中央部分を変形させるようにすることで、可動部が
長く取れるため、ポスト５１がへたってしまうのが抑制され、分割ハウジング５２Ａ、５
２Ｂをスムーズに可動（相対移動）させることができるようになるという利点もある。
【００４１】
　また、本実施形態によれば、収容凹部５３に移動許容スペースＳ（＝Ｓ１＋Ｓ２）を設
け、収容凹部５３にソケット４を嵌合させた状態でヘッダ５のソケット４に対するＹ方向
への所定量（Ｓ１＋Ｓ２）の相対移動を許容できるようにしている。そのため、２つの配
線基板２、３がそれらの接続方向にずれた場合であっても、それぞれの分割ハウジング５
２Ａ、５２Ｂがそれぞれの収容凹部に嵌合しているソケット４に対して相対移動してその
ずれを吸収することができるようになる。このとき、ポスト５１の接触部５１１とコンタ
クト４１の先端部４１２とが相対的に摺動するが、接触部５１１の長さを移動許容スペー
スＳの距離よりも長くし、分割ハウジング５２Ａ、５２Ｂが許容範囲内で移動した場合に
、接触部５１１がコンタクト４１から外れないようにするのが好適である。こうすれば、
コンタクト４１とポスト５１との接触状態を常に維持することができる。
【００４２】
　また、本実施形態によれば、分割ハウジング５２Ａ、５２Ｂの連結部５２Ｃに、２つの
配線基板２、３のＸ方向の相対移動を許容しつつ、相手側の分割ハウジング５２Ｂ、５２
Ａに挿入される突起部５２５、５２６を設けている。そのため、ヘッダ５をソケット４か
ら抜去する際に、ヘッダ５が連結部５２Ｃから折れ曲がってしまうのを突起部５２５、５
２６によって抑制することができ、より容易に抜去作業を行うことができる。
【００４３】
　また、本実施形態によれば、ポスト５１をヘッダハウジング５２の表面側から取り付け
るとともに、配線基板２または配線基板３とポスト５１の変形部５１２との間に段差部５
２１ａが介在するようにしている。このように、配線基板２または配線基板３とポスト５
１の変形部５１２との間に段差部（樹脂製のヘッダハウジング：絶縁部材）５２１ａを介
在させることで、配線基板２、３の接続側端面２ａ、３ａとポスト５１との絶縁距離（接
続側端面２ａ、３ａからポスト５１の露出部分までの最短距離）を、配線基板２、３の表
面２ｂ、３ｂおよび段差部５２１ａの接続側端面５２１ｂに沿った沿面距離とすることが
できる。
【００４４】
　その結果、ポスト５１と配線基板２、３との間の絶縁距離を所定の距離以上に保って耐
電圧を確保しつつ、フローティングコネクタ１の薄型化を図ることができるようになる。
【００４５】
　さらに、本実施形態によれば、ポスト５１の露出部分に樹脂コーティング５１５を施し
ているため、使用者等が感電してしまうのを抑制することができる。
【００４６】
　（第２実施形態）
　本実施形態にかかるフローティングコネクタ１Ａは、上記第１実施形態とほぼ同様の構
成をしており、ソケット４とヘッダ５Ａとを備えている。そして、ヘッダ５Ａを一対のソ
ケット４に跨って装着することで、２つの配線基板２、３を、ＸＹ平面（ヘッダ５Ａの着
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脱方向に垂直な平面）方向の位置ずれを吸収しつつ電気的に接続するようにしている。
【００４７】
　ここで、本実施形態のフローティングコネクタ１Ａが上記第１実施形態のフローティン
グコネクタ１と主に異なる点は、ヘッダハウジング５２の裏面側からポスト５１を収納す
るようにしたことにある。
【００４８】
　本実施形態では、ヘッダ５Ａは、図１２（ａ）、（ｂ）に示すように、一対のソケット
４に跨がって装着されており、装着時には、ヘッダ５Ａがソケット４を全体的に覆ってい
る。そして、このヘッダ５Ａは、図１４に示すように、ソケット４のコンタクト４１に接
触するポスト５１を有しており、このポスト５１をヘッダハウジング５２内に収納するこ
とで、ヘッダ５Ａが形成されている。
【００４９】
　ヘッダハウジング５２は、図１５、１６に示すように、Ｙ方向のほぼ中央部において、
２つの配線基板２、３の接続方向（Ｙ方向）に分割された第１の分割ハウジング５２Ａと
第２の分割ハウジング５２Ｂとを備えている。そして、それぞれの分割ハウジング５２Ａ
、５２Ｂが突き合わされる連結部５２Ｃには、図１６および図１７（ａ）、（ｂ）に示す
ように、摺動凹部５２１が形成されている。本実施形態では、摺動凹部５２１は、第１の
分割ハウジング５２Ａの裏面側中央部（Ｘ方向中央部）に形成されている。そして、摺動
凹部５２１のＸ方向幅両端には、内面間の幅（Ｘ方向幅）がＷ１となる段差部５２１ａが
形成されている。
【００５０】
　また、第２の分割ハウジング５２Ｂの中央部には、Ｘ方向幅が摺動凹部５２１の幅Ｗ１
よりも小幅のＷ２（Ｗ２＜Ｗ１）となる突出部５２２が形成されている（図１７参照）。
【００５１】
　そして、摺動凹部５２１の両段差部５２１ａ間に突出部５２２を重ね合わせるようにし
て摺動可能に嵌合することで、第１および第２の分割ハウジング５２Ａ、５２Ｂは、Ｘ方
向にＷ１－Ｗ２の幅で相対移動できるように連結される。このとき、連結部５２Ｃには、
摺動凹部５２１の両側先端部および突出部５２２の先端部に、相手側の分割ハウジング５
２Ｂ、５２Ａに形成した嵌合凹部５２３、５２４にほぼ密接して所定量挿入される突起部
５２５、５２６が設けられている（図１７（ａ）、（ｂ）参照）。このときの挿入量、つ
まり嵌合凹部５２３、５２４の深さ（Ｙ方向深さ）および突起部５２５、５２６の突出量
（Ｙ方向突出量）は、ヘッダ５Ａをソケット４から抜去する際に、ヘッダ４の連結部５２
Ｃが折れ曲がってしまうのを効果的に抑制できる程度に設定するのが好ましい。
【００５２】
　ポスト５１は、図１５、１６に示すように、一対のコンタクト４１に対応してＸ方向に
一対配置されている。ポスト５１は、全体的にＹ方向に細長い板状をしており、幅ｗ方向
がＺ方向となるように配置される。ポスト５１のＹ方向両端部には、コンタクト４１の先
端部４１２（接触点４１３）に接触する接触部５１１が設けられている。また、ポスト５
１のＹ方向の中央部分には、第１および第２の分割ハウジング５２Ａ、５２ＢのＸ方向の
相対移動に伴って撓み変形（図１７（ｂ）参照）する変形部５１２が設けられている。変
形部５１２は、幅ｗ方向（Ｚ方向）の寸法を小さくして細身とすることにより形成されて
いる。
【００５３】
　また、ポスト５１の接触部５１１と変形部５１２との間には固定部５１３が設けられて
いる。この固定部５１３は、変形部５１２と接触部５１１とを連結するＺ方向に細幅の連
結部５１４から、略一定の幅ｗ１（図１５、１６参照）をもってＺ方向に突出させること
により形成される。
【００５４】
　また、第１および第２の分割ハウジング５２Ａ、５２Ｂには、図１６に示すように、ソ
ケットハウジング４２を全体的に嵌合する収容凹部５３がそれぞれ設けられている。この
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収容凹部５３は、ヘッダハウジング５２のＹ方向両端部に位置するように一対設けられて
おり、ソケットハウジング４２のＺ方向高さとほぼ等しい深さｄと、ソケットハウジング
４２のＸ方向幅とほぼ等しい幅ｗ２とを有している。したがって、ヘッダハウジング５２
をソケット４に被せた際には、ソケットハウジング４２がＺ方向およびＸ方向にほぼ密接
して収容凹部５３内に嵌合されることとなる。このとき、収容凹部５３のＸ方向両側には
、ソケットハウジング４２の係止突起４２４に係合する係合穴５３１が形成されており、
収容凹部５３内にソケットハウジング４２を嵌合させた際に、係止突起４２４が係合穴５
３１に係合して抜去方向にロックできるようになっている。
【００５５】
　また、収容凹部５３には、図１１（ｂ）に示すように、ソケット４に嵌合した状態でＹ
方向に所定量の相対移動を許容する移動許容スペースＳが設けられている。この移動許容
スペースＳは、ソケット４のＹ方向両側に設けられるスペースＳ１、Ｓ２を合算した量と
なる。したがって、上述した係止突起４２４は、第１および第２の分割ハウジング５２Ａ
、５２ＢがＹ方向へＳ１＋Ｓ２だけ相対移動できるように、Ｙ方向に遊びを持った状態で
係合穴５３１に係合されることとなる。すなわち、係止突起４２４と係合穴５３１とを係
合させた状態で、ヘッダ５Ａがソケット４に対してＹ方向へ相対移動できるようになって
いる。
【００５６】
　そして、上述したように、本実施形態では、ヘッダハウジング５２の裏面側からポスト
５１を収納するようになっている（図１６参照）。具体的には、第１の分割ハウジング５
２Ａには、収容凹部５３と摺動凹部５２１との間の肉厚部５２７のＸ方向両側部に、ポス
ト５１の肉厚幅よりも僅かに狭い取付溝５２８が形成されており、第２の分割ハウジング
５２Ｂには、収容凹部５３と連結部５２Ｃ側端との間の肉厚部５２９のＸ方向両側部に同
様の取付溝５２８が形成されている。そして、第１および第２の分割ハウジング５２Ａ、
５２Ｂを図１４に示すように結合させた状態で、ポスト５１の固定部５１３を取付溝５２
８に圧入するようになっている。
【００５７】
　このとき、それぞれの収容凹部５３の底面には、ポスト５１の接触部５１１の一側を嵌
合する浅溝５２８ａが取付溝５２８から連続して形成されており、浅溝５２８ａによって
接触部５１１を安定的に固定できるようになっている。
【００５８】
　したがって、ヘッダ５Ａにポスト５１を組み付けた後は、固定部５１３が第１および第
２の分割ハウジング５２Ａ、５２Ｂの取付溝５２８にそれぞれ圧入された状態で固定され
ているため、それら第１および第２の分割ハウジング５２Ａ、５２Ｂは、ポスト５１によ
って連結状態が保持され、Ｙ方向に分離するのが抑制される。
【００５９】
　また、図１５に示すように、ポスト５１は、接触部５１１を除く露出部分５１Ｅ、つま
り、変形部５１２、固定部５１３および連結部５１４に、絶縁材料としての樹脂コーティ
ング５１５が施されている。
【００６０】
　以上の本実施形態によっても、上記第１実施形態とほぼ同様の作用、効果を奏すること
ができる。
【００６１】
　また、本実施形態によれば、ポスト５１をヘッダハウジング５２の裏面側から取り付け
るようにしたため、ポスト５１がヘッダの表面に露出してしまうのが抑制され、感電して
しまうのを抑制することができる。
【００６２】
　さらに、本実施形態によれば、ポスト５１の接触部５１１を除く露出部分に樹脂コーテ
ィング５１５を施しているため、ポスト５１と配線基板２、３との間の絶縁距離を保って
耐電圧を確保することができる。
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【００６３】
　以上、本発明の好適な実施形態について説明したが、本発明は上記実施形態には限定さ
れず、種々の変形が可能である。
【００６４】
　例えば、上記各実施形態では、ソケットやヘッダの形状が矩形状のものを例示したが、
それ以外の形状であっても本発明を適用することができる。
【００６５】
　また、上記各実施形態では、分割ハウジングの連結部に突起部を３箇所設けたものを例
示したが、分割ハウジングの折れ曲がりを効果的に抑制できる構造であればよく、例えば
、突起部が櫛歯状に形成されていてもよい。
【００６６】
　また、コンタクトやポスト、その他細部のスペック（形状、大きさ、レイアウト等）も
適宜に変更可能である。
【符号の説明】
【００６７】
　１，１Ａ　フローティングコネクタ
　２、３　配線基板
　４　ソケット
　４１　コンタクト
　４２　ソケットハウジング
　５，５Ａ　ヘッダ
　５１　ポスト
　５１１　接触部
　５１２　変形部
　５１５　樹脂コーティング（絶縁材料）
　５１Ｅ　ポストの露出部分
　５２　ヘッダハウジング
　５２Ａ　第１の分割ハウジング
　５２Ｂ　第２の分割ハウジング
　５２Ｃ　連結部
　５２５、５２６　突起部
　５３　収容凹部
　Ｓ、Ｓ１、Ｓ２　移動許容スペース
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